
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

くらし応援商品券事業

①くらし応援商品券を発行し、食料品等の物価高騰に対す
る市民の生活支援と市内経済の活性化を図る。
②事業交付金、事務費（事務補助員経費等人件費、消耗
品費、印刷製本費、通信運搬費、振込手数料、印刷等業
務委託料）
③商品券（52,300セット）523,000千円、事務費分（20,749千
円）
※その他：一般財源 43,749千円
④市民

R8.1 R8.4以降

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

保育園副食費緊急支援事業（Ｒ６補
正分）

①物価が高騰している中で公立保育園に通う園児の保護
者へ副食費の無償化による支援を行い、負担軽減を図る。
②③賄材料費5,144千円　※教職員分は対象外
4,500円×381人×3か月（対象期間R7.4～6月）
※その他　一般財源：2,144千円
④公立保育園の3歳以上児の保護者　

R7.4 R7.6

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

保育園等副食費緊急支援金（Ｒ６補
正分）

①物価が高騰している中で保育園や幼稚園等に通う園児
の保護者へ副食費相当額の支援金を給付し、負担軽減を
図る。
②補助金4,950千円（園児1人あたり 4,500円/月、実際に納
めた額を上限とする）、事務費分195千円（時間外勤務手当
145千円、振込手数料50千円）
※教職員分は対象外
③対象者数 376人 単価3,600円～4,500円、対象期間R7.4
～6月分の3か月
※その他　一般財源：1,145千円
④副食費を納めた公立保育園の3歳未児、民間保育園の
園児の保護者

R7.4 R8.3

4
③消費下支え等を通
じた生活者支援

プレミアム付きデジタル商品券事業

①プレミアム付き商品券を発行し、物価高騰に対する市民
の生活支援と市内経済の活性化を図る。また、デジタル商
品券の発行により、商品券の利用促進、事業者の利便性
向上と業務の効率化を図る。
②③委託料9,980千円
※その他　一般財源：6,980千円
④18歳以上の市民

R7.11 R8.2

5
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

省エネ設備導入支援補助金

①エネルギー価格の高騰している中で、事業者の省エネ設
備導入に対して支援することにより、事業者のエネルギー
消費にかかる費用を低減し、エネルギー価格高騰の影響
による負担軽減を図る。
②補助金8,000千円
③200千円×15社、1,000千円×5社
※その他　一般財源：5,000千円
④交付対象者：市内に事業所を有する中小企業者等

R7.4 R8.2

6
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

エネルギーコスト軽減支援金

①エネルギー価格高騰等の影響を受けている市内事業者
へ支援金を支給することにより、負担軽減を図り、事業継
続を支援する。
②振込手数料300千円、支援金60,930千円
③5,000円×888件、10,000円×318件、20,000円×195件、
30,000円×121件、40,000円×97件、50,000円×838件　
※その他　一般財源：36,930千円
④市内に事業所を有する中小企業者等

R7.4 R7.6

7

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費緊急支援事業（Ｒ６補正
分）

①物価が高騰している中で児童生徒に係る令和7年4月～
6月までの学校給食費を無償化することにより、子育て世
帯の負担軽減を図る。
②③賄材料費　43,682千円　※教職員分は対象外
小学校：1,714人×282円×55食＝26,584,140円
中学校：　917人×339円×55食＝17,097,465円
※その他　一般財源：12,140千円
④・村上市立の小・中学校に就学している児童生徒の保護
者

R7.4 R7.6

8

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費緊急支援金（Ｒ６補正分）

①物価が高騰している中で児童生徒に係る令和7年4月～
6月までの学校給食費相当額を支援することにより、子育
て世帯の負担軽減を図る。
②③支援金3,752千円（対象児童生徒230人）、事務費分
236千円（時間外勤務74千円、通信運搬費52千円、振込手
数料29千円）　※教職員分は対象外
※その他　一般財源：907千円
④県立学校等に就学している児童生徒のうち保護者と本
人が村上市内に住所を有する者の保護者等

R7.4 R8.3
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②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

保育園副食費緊急支援事業（Ｒ７予
備費分）

①物価が高騰している中で公立保育園に通う園児の保護
者へ副食費の無償化による支援を行い、負担軽減を図る。
②賄材料費14,126千円　※教職員分は対象外
③4,500円×延べ3,139人（対象期間R7.7～R8.3月）
※その他　一般財源：11,126千円
④公立保育園の3歳以上児の保護者

R7.7 R8.3

10

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

保育園等副食費緊急支援金（Ｒ７予
備費分）

①物価が高騰している中で保育園や幼稚園等に通う園児
の保護者へ副食費相当額の支援金を給付し、負担軽減を
図る。
②補助金17,010千円（園児1人あたり 4,500円/月、実際に
納めた額を上限とする）、事務費分185千円（振込手数料
185千円）　※教職員分は対象外
③対象者数 426人 単価3,600円～4,500円、対象期間R7.7
～R8.3月分の9か月
※その他　一般財源：13,195千円
④副食費を納めた公立保育園の3歳未児、民間保育園の
園児の保護者

R7.7 R8.3

11

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費緊急支援事業（Ｒ７予備
費分）

①物価が高騰している中で児童生徒に係る令和7年7月～
令和8年3月までの学校給食費を無償化することにより、子
育て世帯の負担軽減を図る。
②③賄材料費　108,773千円　※教職員分は対象外
小学校：1,714人×282円×135食＝65,251,980円
中学校：　917人×339円×140食＝43,520,820円
※その他　一般財源：84,059千円
④・村上市立の小・中学校に就学している児童生徒の保護
者

R7.7 R8.3

12

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費緊急支援金（Ｒ７予備費
分）

①物価が高騰している中で児童生徒に係る令和7年7月～
令和8年3月までの学校給食費相当額を支援することによ
り、子育て世帯の負担軽減を図る。
②③支援金9,503千円（対象児童生徒230人）、事務費分
102千円（通信運搬費48千円、振込手数料54千円）　※教
職員分は対象外
※その他　一般財源：6,605円
④県立学校等に就学している児童生徒のうち保護者と本
人が村上市内に住所を有する者の保護者等

R7.7 R8.3

13
②物価高騰に伴う低
所得者世帯・高齢者
世帯支援

生活困窮者世帯灯油購入費助成金

①燃料費が高騰している中、その影響により苦しんでいる
生活困窮者世帯（住民税非課税世帯）に対して助成金を給
付し、負担軽減を図る。
②③補助金　28,500千円（5,700世帯、1世帯5千円）、事務
費分1,700千円（時間外勤務手当、消耗品費、印刷製本
費、通信運搬費、振込手数料）
※その他：県補助金　13,500千円、：一般財源　2,000千円
④R7年度の住民税非課税世帯

R8.1 R8.4以降

14
②物価高騰に伴う低
所得者世帯・高齢者
世帯支援

フードバンク活動支援補助金

①物価高騰に伴う低所得者世帯支援を行うため、フードバ
ンク2団体にへの食料品購入費の支援を行い、低所得者世
帯の負担軽減を図る。
②③補助金　3,000千円
④フードバンク団体

R8.1 R8.3

15

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

病院物価高騰対策緊急支援金

①エネルギー価格高騰の影響を受けている病院（有床医
療施設）に対し、支援金を交付し、負担軽減を図る。
②③補助金　15,400千円（4病院、R3年度決算額とR6年度
決算額の差額の1/3）　※その他：一般財源 100千円
④市内に所在する4病院

R8.1 R8.3

16

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

福祉施設物価高騰対策緊急支援金

①物価高騰により食材代や日用品代が高騰している中、
障害福祉サービスの安定的な供給を継続している障害者
施設に対して支援金を交付し、利用者負担の維持・軽減に
努めるとともに、事業者の経営継続を図ることで安定的な
サービスを提供する。
②③補助金　2,725千円（49事業所、基本額20千円、定員
数等により加算あり）　※その他：一般財源 525千円
④市内に事業所を有する障害者施設

R8.1 R8.3

17

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

介護施設物価高騰対策緊急支援金

①物価高騰により食材代や日用品代が高騰している中、
介護サービスの安定的な供給を継続している介護事業者
に対して支援金を交付し、利用者負担の維持・軽減に努め
るとともに、事業者の経営継続を図ることで安定的なサー
ビスを提供する。
②③補助金　4,700千円（116事業所、基本額20千円、定員
数等により加算あり）
※その他：一般財源 700千円
④市内に事業所を有する介護施設

R8.1 R8.3
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⑧農林水産業におけ
る物価高騰対策支
援

稲作経営緊急支援事業補助金

①肥料費の高騰により米の生産費が上がっている中、主
食用米等の他の用途の米価格は上昇する一方で、飼料用
米・米粉用米の販売価格は上昇しないことから、再生協議
会が実施する飼料用末等生産農家への支援事業に対して
補助金を交付する。
②③補助金　6,900千円（10ａあたり7,000円、52件、補助金
分6,790千円、事務費分110千円）
※その他：一般財源 900千円
④飼料用米等生産農業者（農業再生協議会を通じて支援）

R8.1 R8.3

19
⑧農林水産業におけ
る物価高騰対策支
援

畑作経営緊急支援事業補助金

①物価高騰により肥料代等が高騰していることで畑作農家
の財政的負担が高くなっていることから、再生協議会が実
施する畑作農家への支援事業に対して補助金を交付す
る。
②③補助金　5,740千円（10ａあたり2,000円（上限額500千
円）、104件、補助金分5,589千円、事務費分151千円）
※その他：一般財源 740千円
④畑作農業者（農業再生協議会を通じて支援）

R8.1 R8.3

20
⑧農林水産業におけ
る物価高騰対策支
援

飼料等価格高騰対策緊急支援金

①物価高騰により飼料代等が高騰していることで畜産農家
の財政的負担が高くなっていることから、畜産農家に対し
て支援金を給付する。
②③補助金　10,122千円（1頭あたり肉用牛 9,000円、乳用
牛 20,000円、繁殖牛 15,000円、養豚 1,000円、養鶏 50円
（上限額 肉用牛　500千円　その他 700千円）、24件）
※その他：一般財源 322千円
④畜産事業者

R8.1 R8.3

21
⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

タクシー事業者緊急支援金

①物価高騰により燃料費が高騰している中、市内の公共
交通の安定的な供給を継続しているタクシー事業社に対し
て支援金を交付し、事業者の経営継続を図る。
②③補助金　1,064千円（1台あたり 28,000円、5事業所）
※その他：一般財源 64千円
④市内に事業所を有するタクシー事業者、道路運送法第
20条第2号の規定に基づき運行を行っている市外のタク
シー事業者

R8.1 R8.3


